
は じ め に 

平成１２年に発足した介護保険制度も１５年を経過し、この４月からは第６期

を迎えます。

第６期介護保険事業計画の策定を前に、平成２６年６月に「地域における医療

及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（医

療・介護総合推進法）」が成立し、介護保険法が改正されました。この改正では、

高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるよう、医療、介護、予防、住まい、

生活支援サービスが一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築を進め

ることが１つの大きな柱となっています。

この度策定しました第６期介護保険事業計画は、「団塊の世代」が後期高齢者と

なる平成３７年（２０２５年）を視野に、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続

できるよう、地域包括ケアシステムの確立に向け、第５期での取り組みを一層発

展させた７つの施策を盛り込んでいます。

その中の１つである介護予防・日常生活支援に関する新たな取り組みにおいて

は、地域の多様な担い手によるサービス資源の活用を推進していくことで、地域

支援事業の充実を図りながら、高齢者が単なるサービスの受け手としてだけでは

なく、担い手として地域活動に参画することで、ご自身の介護予防や生きがいに

つながっていくといった地域社会の構築を目指してまいります。

今後は、この計画に基づき、区民の皆様のご参加と、関係機関との緊密な連携・

協働のもと、高齢者が心豊かに暮らせる長寿社会の創造にむけて、全力で取り組

んでまいりますので、一層のご理解とご支援を賜りますよう、お願い申し上げま

す。

最後に、本計画の策定にあたり貴重なご意見をお寄せいただきました区民の皆

様をはじめ、長期間にわたり精力的にご審議いただいた介護保険事業計画委員会

の皆様に心から感謝を申し上げます。

平成２７年３月

板橋区長 
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